
一

第
四

十

三
号
議
案
　
東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

第
四
十
三
号
議
案

東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
九
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

（
設
置
）

第
一
条　

歴
史
的
な
価
値
を
有
す
る
建
造
物
で
あ
る
旧
朝
香
宮
邸
を
保
存
し
、
及
び
公
開
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
建
物
及
び
庭
園
を
生
か
し
て
美
術

作
品
そ
の
他
の
美
術
に
関
す
る
資
料
（
以
下
「
美
術
作
品
等
」
と
い
う
。
）
を
展
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
都
民
の
教
養
並
び
に
学
術
及
び

文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
東
京
都
庭
園
美
術
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
を
東
京
都
港
区
白
金
台
五
丁
目
二
十
一
番
九
号
に
設
置
す

る
。

（
事
業
）

第
二
条　

館
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　

一　

旧
朝
香
宮
邸
の
保
存
及
び
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

美
術
作
品
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
及
び
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

美
術
に
関
す
る
講
演
会
、
講
習
会
等
の
主
催
、
広
報
、
情
報
の
提
供
、
出
版
等
の
普
及
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

旧
朝
香
宮
邸
及
び
ア
ー
ル
・
デ
コ
を
中
心
と
す
る
美
術
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

館
の
施
設
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

（
休
館
日
及
び
開
館
時
間
）

2 . 第 1 回 定 例 会



二

第
三
条　

館
の
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
東
京
都
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
。

（
使
用
の
承
認
）

第
四
条　

文
化
の
振
興
に
資
す
る
展
覧
会
、
講
演
会
等
を
実
施
す
る
た
め
に
館
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
申
請
し
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

館
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

二　

館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

三　

申
請
に
係
る
施
設
を
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
業
に
使
用
す
る
と
き
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。

（
利
用
料
金
）

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
並
び
に
建
物
公
開
展
（
旧
朝
香
宮
邸
及
び
そ
の

歴
史
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
美
術
作
品
等
を
紹
介
す
る
展
示
を
い
う
。
）
及
び
庭
園
を
観
覧
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
（
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用

料
金
」
と
い
う
。
）
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
後
納
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２　

利
用
料
金
の
額
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め

る
。

３　

利
用
料
金
は
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
す
る
。

（
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
）

第
六
条　

指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
き
そ
の
他
指
定
管
理
者
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



三

第
四

十

三
号
議
案
　
東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

（
利
用
料
金
の
不
還
付
）

第
七
条　

指
定
管
理
者
は
、
既
納
の
利
用
料
金
を
還
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
そ
の
他
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
権
の
譲
渡
等
の
禁
止
）

第
八
条　

使
用
者
は
、
使
用
の
権
利
を
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
施
設
の
変
更
禁
止
等
）

第
九
条　

使
用
者
は
、
施
設
に
特
別
の
設
備
を
し
、
又
は
変
更
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
承
認
の
取
消
し
等
）

第
十
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
使
用
を
制
限
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

一　

使
用
の
目
的
に
違
反
し
て
使
用
し
た
と
き
。

　

二　

こ
の
条
例
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

　

三　

善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

四　

災
害
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
館
の
使
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

　

五　

工
事
そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
原
状
回
復
の
義
務
）

第
十
一
条　

使
用
者
は
、
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
使
用
し
た
施
設
を
直
ち
に
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用

の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
損
害
賠
償
の
義
務
）

第
十
二
条　

美
術
作
品
等
又
は
館
の
施
設
若
し
く
は
設
備
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事



四

は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
賠
償
額
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
館
の
制
限
等
）

第
十
三
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

他
人
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
美
術
作
品
等
若
し
く
は
館
の
施
設
若
し
く
は
設
備
を
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
十
四
条　

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体

で
あ
っ
て
知
事
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
関
す
る
業
務

　

二　

館
の
施
設
、
設
備
及
び
物
品
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
業
務

２　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
の
承
認
を
す
る
こ
と
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す

る
と
き
、
施
設
を
必
要
と
認
め
る
事
業
に
使
用
す
る
と
き
、
そ
の
他
使
用
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き
に
、
使
用
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
。

　

二　

第
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
に
特
別
の
設
備
を
し
、
又
は
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
を
す
る
こ
と
。

　

三　

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
該
当
す
る
と
き
、
使
用
者
が
こ
の
条
例
に
違
反
し
、
若
し
く
は
指
定

管
理
者
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
工
事
そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
に
、
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
使
用

を
制
限
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

　

四　

前
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
て
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
退
館
を
命
ず
る
こ
と
。

３　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
指
定
管
理
者
が
行
う
場
合
に
お
い
て
、
申
請
に
係
る
施
設
を
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
業
に
使
用
す
る
と
き



五

第
四

十

三
号
議
案
　
東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

は
、
指
定
管
理
者
は
、
使
用
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
）

第
十
五
条　

指
定
管
理
者
と
し
て
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
最
も
適
切
に
館
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
る
者
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

二　

安
定
的
な
経
営
基
盤
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

三　

館
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
管
理
運
営
が
で
き
る
こ
と
。

　

四　

利
用
者
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

五　

関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
し
、
適
正
な
管
理
運
営
が
で
き
る
こ
と
。

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
基
準

３　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
と
き
は
、
効
率
的
な
管
理
運
営
を
考
慮
し
、
指
定
の
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
知
事
の
調
査
及
び
指
示
）

第
十
六
条　

知
事
は
、
館
の
管
理
運
営
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
に
対
し
て
、
当
該
管
理
運
営
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
定
期

に
、
若
し
く
は
必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
報
告
を
求
め
、
実
地
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
）

第
十
七
条　

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は

期
間
を
定
め
て
管
理
運
営
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

管
理
運
営
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
す
る
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

　

二　

第
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
知
事
が
認
め
る
と
き
。

　

三　

第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
管
理
運
営
の
基
準
を
遵
守
し
な
い
と
き
。



六

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
知
事
が
認
め
る
と
き
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
運
営
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
（
利
用
料
金
の
収
受

を
含
む
場
合
に
限
る
。
）
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
等
で
、
知
事
が
臨
時
に
館
の
管
理
運
営
を
行
う
と
き
に
限
り
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を
指
定

し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
知
事
は
、
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
知
事
が
定
め
る

使
用
料
を
徴
収
す
る
。

３　

前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
七
条
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
五
条
第
一
項
中
「
指
定
管
理
者
（
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
「
そ
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
、
「
利
用
料
金
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
利
用
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
公
表
）

第
十
八
条　

知
事
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
若
し
く
は
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
運
営
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
運
営
の
基
準
等
）

第
十
九
条　

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

関
係
法
令
及
び
条
例
の
規
定
を
遵
守
し
、
適
正
な
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
。

　

二　

都
民
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
。

　

三　

利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

　

四　

館
の
施
設
、
設
備
及
び
物
品
の
維
持
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

　

五　

業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
利
用
者
の
個
人
に
関
す
る
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
。

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
別
途
知
事
が
定
め
る
管
理
運
営
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。



七

第
四

十

三
号
議
案
　
東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

２　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
管
理
運
営
の
基
準
に
関
し
必
要
な
事
項

　

二　

業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項

　

三　

事
業
の
実
績
報
告
に
関
す
る
事
項

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
館
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

（
委
任
）

第
二
十
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２　

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
管
理
者
の
指
定
そ
の
他
の
指
定
管
理
者
に
よ
る
館
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
行
為
並
び
に
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
及
び
承
認
そ
の
他
の
施
設
の
使
用
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
十
七
条
関
係
）

施　
　

設　
　

名

使　

用　

単　

位

利　

用　

料　

金

本
館
（
規
則
で
定
め
る
施
設
又
は
部
分
を
除
く
。
）

全
日

二
〇
四
、
六
三
〇
円

新
館

ギ
ャ
ラ
リ
ー
一

午
前

一
八
、
七
二
〇
円

午
後

二
四
、
九
六
〇
円



八

夜
間

二
四
、
九
六
〇
円

全
日

六
二
、
四
一
〇
円

ギ
ャ
ラ
リ
ー
二

午
前

一
〇
、
二
五
〇
円

午
後

一
三
、
六
七
〇
円

夜
間

一
三
、
六
七
〇
円

全
日

三
四
、
一
八
〇
円

ロ
ビ
ー
そ
の
他
の
施
設
（
規
則
で
定
め
る

施
設
又
は
部
分
を
除
く
。
）

一
平
方
メ
ー
ト
ル　

全
日

二
五
九
円

　

備
考　

施
設
の
使
用
単
位
は
、
午
前
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
夜
間
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
、
全
日
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
す
る
。

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
十
七
条
関
係
）

　

一　

建
物
公
開
展

区
分

利
用
料
金
（
観
覧
）
（
一
人
一
回
に
つ
き
）

個
人

団
体
（
二
十
人
以
上
）

一
般

一
、
〇
二
〇
円

八
一
〇
円



九

第
四

十

三
号
議
案
　
東
京
都
庭
園
美
術
館
条
例

高
齢
者
（
六
十
五
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
備
考
二
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
生
徒

五
一
〇
円

四
〇
〇
円

　

備
考

　
　

一　

生
徒
と
は
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の

う
ち
、
東
京
都
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
並
び
に
東
京
都
の
区
域
内
に
所
在
す
る
中
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
に
在
学
す
る
も

の
を
除
く
。

　
　

二　

一
般
と
は
、
高
齢
者
及
び
生
徒
（
前
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
学
生
及
び
学
齢
に
達
し

な
い
者
を
除
く
。

　

二　

庭
園

区
分

利
用
料
金
（
観
覧
）
（
一
人
一
回
に
つ
き
）

個
人

団
体
（
二
十
人
以
上
）

一
般

七
七
〇
円

六
一
〇
円

高
齢
者
（
六
十
五
歳
以
上
の
者
を
い
う
。
備
考
二
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
生
徒

三
八
〇
円

三
〇
〇
円

　

備
考

　
　

一　

生
徒
と
は
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
中
学
校
の
生
徒
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の

う
ち
、
東
京
都
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
並
び
に
東
京
都
の
区
域
内
に
所
在
す
る
中
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
に
在
学
す
る
も



一
〇

の
を
除
く
。

　
　

二　

一
般
と
は
、
高
齢
者
及
び
生
徒
（
前
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
以
外
の
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
学
生
及
び
学
齢
に
達
し

な
い
者
を
除
く
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
庭
園
美
術
館
に
つ
い
て
、
都
民
の
教
養
並
び
に
学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
、
施
設
の
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
を

定
め
る
必
要
が
あ
る
。


